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第三者割当による行使価額修正条項付第６回新株予約権並びに 

行使価額修正選択権付第７回新株予約権及び第８回新株予約権の発行条件等の決定に関するお知らせ 

 

当社は、2018 年９月 14 日（以下「発行決議日」という。）開催の取締役会決議に基づく第三者割

当の方法によるハイアス・アンド・カンパニー株式会社第６回新株予約権、ハイアス・アンド・カン

パニー株式会社第７回新株予約権及びハイアス・アンド・カンパニー株式会社第８回新株予約権（以

下、各々を「第６回新株予約権」、「第７回新株予約権」及び「第８回新株予約権」といい、個別に又

は総称して「本新株予約権」といいます。）発行に関し、2018 年９月 20 日（以下「条件決定日」と

いう。）付の取締役会において発行条件等を決議いたしましたので、2018 年９月 14 日に公表した本

新株予約権の発行に関し、未確定だった情報につき、下記の通りお知らせいたします。 

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2018 年９月 14 日付当社プレスリリース

「第三者割当による行使価額修正条項付第６回新株予約権並びに行使価額修正選択権付第７回新株予

約権及び第８回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

記 

 

１．決定された発行条件の概要 

（１） 割 当 日 2018年 10月５日 

（２） 払 込 期 日 2018年 10月５日 

（３） 申 込 期 間 2018年 10月５日 

（４） 発 行 価 額 

第６回新株予約権１個当たり 146円 

（第６回新株予約権の発行価額の総額：1,342,470円） 

第７回新株予約権１個当たり 81円 

（第７回新株予約権の発行価額の総額：383,373円） 

第８回新株予約権１個当たり 68円 

（第８回新株予約権の発行価額の総額：109,480円） 

本新株予約権の発行価額の総額：1,835,323円 

（５） 調 達 資 金 の 額 1,023,061,823円（差引手取概算額）（注） 

（６） 
行 使 価 額 及 び 

行使価額の修正条件 

・第６回新株予約権 

第６回新株予約権の当初行使価額は、468 円（2018 年９月 14 日の直

前取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」とい

います。）における当社普通株式の普通取引の終値と同額）としま

す。 

第６回新株予約権の行使価額は、第６回新株予約権の各行使請求の

通知日（以下「修正日」といいます。）の直前取引日の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合

には、その直前の終値）の 93％に相当する金額の１円未満の端数を

切り上げた金額（以下「修正日価額」といいます。）が、当該修正日
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の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合に

は、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます

が、その価額が下限行使価額（以下に定義します。）を下回ることと

なる場合には、下限行使価額を行使価額とします。 

「下限行使価額」は、375 円（2018 年９月 14 日の直前取引日の東京

証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 80％に相当す

る金額の１円未満の端数を切り上げた金額）とします。 
 
・第７回新株予約権及び第８回新株予約権 

第７回新株予約権の当初行使価額は、845円とします。 

第８回新株予約権の当初行使価額は、1,242円とします。 

第７回新株予約権及び第８回新株予約権の行使価額については、当

社は 2018 年 10 月９日以降、資金調達のため必要があるときは、当社

取締役会の決議により、以後第７回新株予約権及び第８回新株予約

権の各行使請求の通知日において行使価額の修正が生じることとす

ることができます（以下、かかる決議を「行使価額修正選択決議」

といいます。）。行使価額修正選択決議がなされた場合、当社は直ち

にその旨を本新株予約権に係る新株予約権者に通知するものとし、

当該通知が行われた日の翌取引日以降、第７回新株予約権及び第８

回新株予約権の各行使請求の通知日に、当該通知日の直前取引日の

東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 93％に相

当する価額に修正することができますが、その価額が下限行使価額

（以下に定義します。）を下回ることとなる場合には、下限行使価額

を行使価額とします。なお、当社又はその企業集団（連結財務諸表

の用語、様式及び作成方法に関する規則第４条第１項第１号に定め

る企業集団をいいます。）に属するいずれかの会社に関する未公表の

事実であって、それが公表された場合に当社の株価に重大な影響を

及ぼすおそれがある事実（金融商品取引法第 166 条第２項及び第

167 条第２項に定める事実を含むがこれに限られません。）が存在す

る場合（但し、同第 167 条第２項に定める事実については当社が認

識していない場合を除く。）には、当社は行使価額修正選択決議を行

うことができません。 

「下限行使価額」は、375 円（2018 年９月 14 日の直前取引日の東京

証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の 80％に相当す

る金額の１円未満の端数を切り上げた金額）とします。 

（７） 行 使 期 間 2018年 10月９日から 2020年 10月 12日まで 

（注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。本新株予約権

の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使さ

れたと仮定した場合の金額です。なお、行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額

は増加又は減少することがあります。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない

場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。 

 

２．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

① 調達金額の総額 

第６回新株予約権の発行価額の総額 

第６回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

第７回新株予約権の発行価額の総額 

第７回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

第８回新株予約権の発行価額の総額 

1,032,061,823円 

1,342,470円 

430,326,000円 

383,373円 

399,938,500円 

109,480円 
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第８回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 199,962,000円 

② 発行諸費用の概算額 9,000,000円 

③ 差引手取概算額 1,023,061,823円 

（注）１．発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用、価格算定費用、登記費用、信託銀行費用等で

す。また、発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記差引手取概算額は、本新株予約権の発行価額の総額及び本新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金

額です。本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、全ての本新株予

約権が当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額です。なお、本新株予約権の行使

価額が修正又は調整された場合には、上記金額は増加又は減少することがあります。また、

本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権

を消却した場合には、上記金額は減少します。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

上記差引手取概算額 1,023,061,823 円について、具体的な使途及び支出予定時期は以下のとおりで

す。 

 

具体的な使途 金額 支出予定時期 

①  セミナールーム及び本社拡張に係る増床資金 120,000千円 
2018年 10月～ 

2019年 １月 

②  

子会社への投資資金 

（株式会社 LH アーキテクチャへの投資を通じて行わ

れる、R+house のブランディング推進としてのモデル

ハウスの展開及び住宅総合展示場への出展並びに

R+house の販売のための開発分譲地における土地取

得・建築資金） 

450,000千円 
2018年 10月～ 

2020年 10月 

③  
クラウドファンディング事業に係る不動産取得及びバ

リューアップ資金 
230,000千円 

2018年 10月～ 

2020年 10月 

④  M&A及び資本・業務提携に関わる投資資金 223,061千円 
2018年 10月～ 

2020年 10月 

（注）当社は、本新株予約権の払込みにより調達した資金を上記支出予定時期において速やかに支出

する計画でありますが、支出実行までに時間を要する場合の資金管理については、当社の銀行

預金等での安定的な金融資産で運用保管する予定であります。 

 

① セミナールーム及び本社拡張に係る増床資金 

事業拡大に伴う本社セミナールームの拡張並びにオフィス環境の改善及び将来的な人員増加に

備えた事務所スペースの拡張のための本社増床資金として 120 百万円を充当いたします。これに

より、商品ラインナップの拡充に伴う各種セミナー・研修開催数の増加へ対応するとともに、全

国の会員企業（2018 年８月末現在 1,441 社）を一堂に集めての研修をより多く開催することが可

能となり、効率的に会員企業のレベルアップ、成果創出を図るとともに、本社の事務所スペース

を拡張することにより当社グループにおける経営効率の向上を図ってまいります。 
 

② 子会社への投資資金（株式会社 LH アーキテクチャへの投資を通じて行われる、R+house のブラ

ンディング推進としてのモデルハウスの展開及び住宅総合展示場への出展並びに R+house の販

売のための開発分譲地における土地取得・建築資金） 

主力の R+house 事業において、今後の新築市場のマーケットリーダーとなるべく、R+house の

ブランディング活動を推進する資金として 450 百万円を充当いたします。R+house とは、主力の

高性能デザイナーズ住宅を廉価に提供できるようパッケージ化したサービスであり、画一的にな

りがちな分譲住宅に対して、アトリエ建築家の高い設計力・デザイン性を活かした多様な住宅を

提供することが可能です。当社は 2018 年８月に R+house ネットワークの販売棟数 No.1 会員であ

る株式会社ロジックとの合弁により当社子会社として株式会社 LH アーキテクチャを設立し、
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R+house の販売実績拡大を進めております。株式会社 LH アーキテクチャへの投資を通じて、当社

グループが建築、運営主体となって空エリア（※）に進出し、モデルハウスの展開や住宅総合展

示場への出展を進めることで、単に空エリアを活用するだけではなく、そこで蓄積したノウハウ

を会員企業にも共有することが可能となり、これにより、R+house ブランドの認知度向上、集客

数アップといった成果の創出、ひいてはロイヤルティ収益の伸長と受注棟数の増加による

R+house 事業の成長の加速を目指します。また、開発分譲地における R+house の建築・販売の取

組みも展開してまいります。R+house の成長を加速するため、多くの実績をつくり、シェア拡大

を図ってまいります。 

 

(※)R+house 事業では日本全国をエリアで区切り、各エリアで会員企業が販売活動を行っており

ます。 

 

③ クラウドファンディング事業に係る不動産取得及びバリューアップ資金 

クラウドファンディング事業に係る不動産取得及びリノベーション等により不動産価値の向上

を図るバリューアップ資金として 230 百万円を充当いたします。当社は、住宅・不動産の資産価

値を毀損させない社会の実現を目指しております。資金調達の多様化を図る手法としての不動産

投資型クラウドファンディングの活用は、住宅・不動産の資産価値の向上につながると考えてお

り、当社は 2018 年２月に不動産特定共同事業者（第１号事業、第３号事業）の許可を受け、さ

らに、現在、2017 年に改正された不動産特定事業法に基づく電子取引業務に関する申請手続きを

進めております。当社はクラウドファンディング事業を速やかに展開するため、資産価値の向上

が見込まれる不動産を先行して取得・バリューアップを行い、クラウドファンディングを活用し

て資金を募集し、当該不動産の運用を図っていく予定です。 

2017 年 12 月１日に施行された不動産特定共同事業法の一部を改正する法律で示された、「地方

の小規模不動産の再生により地方創生を推進するとともに、成長分野での良質な不動産ストック

の形成を推進し、都市の競争力の向上を図る」という改正の目標は、当社の目指す社会そのもの

であり、クラウドファンディングを活用することにより、個人が地方創生に貢献する道筋にもな

ると考えております。日本全国に拡がる会員企業と協力して全国の再生可能物件等の情報を収集

し、クラウドファンディングと当社の提供するサービスを組み合わせてソリューションを提供す

ることで地方創生を推進し、全国の住宅・不動産の資産価値向上に取り組んでまいります。 

 

④ M&A及び資本・業務提携に関わる投資資金 

M&A 及び資本・業務提携に関わる投資資金として 223 百万円を充当いたします。当社は 2017 年

以降 R+house を中心とした事業再編を実施し、直近２事業年度における株式取得費用及び事業譲

受費用の合計額は 588 百万円となっております。当社は、M&A の基本方針として、当社グループ

の事業と相乗効果の期待できる事業を有する会社を対象とする M&A 及び資本・業務提携の実施は、

今後も住宅不動産業界における当社グループの更なる発展を目指すという目的の達成のための重

要な手段と捉えております。なお、現時点で具体的に確定している案件はありませんが、当社グ

ループの企業価値向上につながる候補先がみつかった場合に迅速かつ的確な対応を可能とするた

め、M&A 及び資本・業務提携のための投資資金を予め確保しておく必要があると考えております。

具体的には、上記の当社の M&A 方針に照らし、直近２事業年度において生じた M&A 及び資本・業

務提携に関する費用の額を参考に、合計 223 百万円を M&A 及び資本・業務提携に関わる投資資金

に充当することを見込んでおります。今後案件が具体的に確定した場合、速やかに開示いたしま

す。また、上記期間中に M&A を実施しなかった場合、当該期間の経過後において借入金の返済に

充当する予定です。 

 

（３）資金使途の優先順位 

第６回、第７回及び第８回新株予約権による差引手取概算額約 10.2 億円の具体的な使途への充

当につきましては、上記①に優先的に充当していくものとし、上記②③④につきましては、上記①

の資金使途へ充当後、それぞれの使途となる案件の状況に応じて機動的に充当していく予定であり

ます。株価の上昇に伴い、実際の調達額が上記差引取得概算額を上回る場合、超過分は上記④に充

当する予定であります。また、株価の下落等に伴い、実際の調達額が上記差引取得概算額を下回る
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場合には、上記④への充当額を減額することにより調整を図る予定であります。この場合に、上記

④への充当額の減額分について自己資金又は他の資金調達により充当するか否かについては現時点

では未確定であります。 

 

３．発行条件が合理的であると判断した根拠 

当社は、本新株予約権の発行決議日である 2018 年９月 14 日に、2019 年４月期第１四半期決算

短信を公表しております。当社は、既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の決定という観点

から、かかる公表による株価への影響を織り込んだ上で本新株予約権の払込金額を決定すべく、

発行決議日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値をそ

れぞれ算定し、高い方の金額を基準として本新株予約権の払込金額を決定いたしました。 

具体的には、当社は、発行決議日時点及び条件決定日時点の本新株予約権の価値を算定するた

め、本新株予約権の発行要項及び本第三者割当契約に定められる諸条件を考慮した本新株予約権

の評価を第三者算定機関（株式会社赤坂国際会計、代表者：黒崎知岳、住所：東京都港区元赤坂

１丁目１番８号）に依頼しました。 

当該算定機関は、両時点の本新株予約権の価値について、本新株予約権の発行要項及び割当予

定先との間で締結する予定の本第三者割当契約に定められる諸条件を考慮し、一般的な価格算定

モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権の評価を実施しておりま

す。当該算定機関は、当社の株価、当社株式のボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、

当社及び割当予定先の権利行使行動、当社株式の流動性並びに割当予定先の株式処分コスト等に

ついての一定の前提（原則として行使期間満了時点における割当先からの取得請求に基づく取得

の場合を除いて、取得条項に基づく当社からの通知による本新株予約権の取得が行われないこと、

第６回新株予約権の行使完了後に順次第７回新株予約権及び第８回新株予約権の行使価額修正選

択決議が実施されること、割当予定先は修正後行使価額が下限行使価額を上回る株価水準におい

ては、出来高の一定割合の株数の範囲内で任意に権利行使及び売却を行い、複数回号の権利行使

が可能な場合には、より回号の小さい新株予約権の権利行使を優先すること等を含みます。）を仮

定して評価を実施しております。 

その結果、発行決議日時点の第６回新株予約権、第７回新株予約権及び第８回新株予約権の１

個当たりの評価額はそれぞれ 146 円、81 円及び 68 円と算定され、当社は、これを参考に、割当予

定先との間での協議を経て、発行決議日時点の第６回新株予約権、第７回新株予約権及び第８回

新株予約権の１個当たりの払込金額を、上記評価額と同額となる金 146 円、金 81 円及び金 68 円

としました。また、株価変動等諸般の事情を考慮の上で 2018 年９月 20 日を条件決定日としたと

ころ、条件決定日時点の第６回新株予約権、第７回新株予約権及び第８回新株予約権の１個当た

りの評価額はそれぞれ 138 円、76 円及び 63 円と算定され、当社は、これを参考に、条件決定日時

点の第６回新株予約権、第７回新株予約権及び第８回新株予約権の１個当たりの払込金額を、上

記評価額と同額となる金 138 円、金 76 円及び金 63 円としました。その上で、両時点における払

込金額を比較し、より既存株主の利益に資する払込金額となるように、最終的に第６回新株予約

権、第７回新株予約権及び第８回新株予約権の１個当たりの払込金額を、金 146 円、金 81 円及び

金 68 円と決定いたしました。当社は、当該算定機関が本新株予約権の公正な評価額に影響を及ぼ

す可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価手法として一般的に用いられている

モンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算

定結果は合理的な公正価格であると判断しております。また、本新株予約権の払込金額の決定方

法は、既存株主の利益を害するおそれを回避することを目的とした合理性を有するものであり、

本新株予約権の払込金額は、かかる決定方法に基づき、上記の通り、当該算定機関における発行

決議日時点の本新株予約権の算定結果を参考に、割当予定先との間での協議を経て、当該算定結

果と同額と決定されているため、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いた

しました。 

また、第６回新株予約権の当初行使価額は発行決議時の基準株価（2018 年９月 14 日の直前取引

日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値をいう。以下同じ。）と同額

である 468 円、第７回新株予約権の当初行使価額は発行決議日前取引日終値を 80.6％上回る金額

である 845 円、第８回新株予約権の当初行使価額は発行決議日前取引日終値を 165.4％上回る金額

である 1,242 円としております。本新株予約権の行使価額は、（第７回新株予約権及び第８回新株
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予約権については行使価額修正選択決議後において）本新株予約権の各行使請求の通知日の直前

取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、

その直前の終値）の 93％に相当する金額に修正されるものの、その価額は本新株予約権の下限行

使価額を下回ることはありません。なお、本新株予約権の下限行使価額は、発行決議時の基準株

価の 80％に相当する金額で設定されており、最近６か月間及び発行決議日直前取引日の当社株価

と比べて過度に低い水準となることはないことから、特に不合理な水準ではないと考えておりま

す。当社は、本新株予約権の払込金額が、かかる行使価額を踏まえて決定されていることに照ら

しても、本新株予約権の払込金額は適正な価額であると考えております。 

なお、当社の監査役３名全員より、本新株予約権の発行について、本新株予約権の払込金額は、

割当予定先に特に有利な金額ではなく、法令に違反する重大な事実は認められない旨の意見が表

明されております。 

以 上 
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別紙１ 

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社第６回新株予約権 

発 行 要 項 

 
１．本新株予約権の名称 

 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社第６回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

２．申 込 期 間 

 2018年 10 月５日（金） 

３．割 当 日 

 2018年 10 月５日（金） 

４．払 込 期 日 

 2018年 10 月５日（金） 

５．募 集 の 方 法 

 第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権を株式会社 SBI証券に割り当てる。 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 919,500 株とする（本新株予約

権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100 株とする｡）。但し、本項第

(２)号乃至第(４)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総

数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(２) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（第９項第(２)号に定義する｡）の調整を行う場合には、

割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額

及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 
調 整 前 割 当 株 式 数  × 調 整 前 行 使 価 額  

調 整 後 行 使 価 額 

(３) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第(２)号、第(５)号及び第(６)

号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(４) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新

株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨並び

にその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で

通知する。但し、第 11 項第(２)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うこ

とができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

７．本新株予約権の総数 

 9,195個 

８．各本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権１個当たり 146円（本新株予約権の払込金額の総額 1,342,470 円） 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数

を乗じた額とする。 

(２) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」

という｡）は、当初 468円とする。 

10．行使価額の修正 

第 16 項第(１)号に定める本新株予約権の各行使請求の通知日（以下「修正日」という。）の直前取

引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合には、その直

前の終値）の 93％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日価額」という。）

が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当

該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価

額（以下に定義する。以下同じ。）を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。 

「下限行使価額」は、375円（但し、第 11項による調整を受ける。）とする。 



ご注意： この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の第６回新株予約権、第７
回新株予約権及び第８回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成された
ものではありません。 

 

8 
 

11．行使価額の調整 

(１) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社の既発行普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価

額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

      新発行・処

分普通株式

数 

× １株当たりの 

払 込 金 額 

調 整 後

行使価額 
＝ 調 整 前

行使価額 
× 

既 発 行 

普通株式数 
＋ 

時 価 

既発行普通株式数 ＋ 
新発行・処分 

普通株式数 

(２) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。 

① 本項第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の

取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、

及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合は

その効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利

を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により当社普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 本項第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取

得請求権付株式又は本項第(４)号②に定める時価を下回る行使価額をもって当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合

（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８

項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合

を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の

条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（払込

期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合

は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む｡）の取得と引換えに本項第(４)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を

交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総

会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、

調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基

準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対して

は、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

 

株式数 

 

＝ 

調 整 前 

行使価額 
－ 

調 整 後 

行使価額 
× 

調 整 前 行 使 価 額 に よ り  

当該期間内に交付された株式数  

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(３) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとど

まる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生

し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額か

らこの差額を差し引いた額を使用する。 

(４)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。 
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② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ 45 取引日

目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値

のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小

数第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する

日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当

社普通株式を控除した数とする。また、上記第(２)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する

新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の

普通株式数を含まないものとする｡ 

(５) 上記第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新

株予約権者と協議の上、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とす

るとき。 

② その他当社の既発行普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額

の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(６) 上記第(２)号の規定にかかわらず、上記第(２)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が

第 10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額

の調整を行う。 

(７) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約

権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後行使価額及びその適

用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(２)号⑤に定める場合その他適用開始

日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

2018 年 10 月９日から 2020 年 10 月 12 日までとする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その

前営業日（株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の休業日等でない日をいう。）及び

前々営業日並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとす

る。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の取得 

(１) 当社は、当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条

及び第 274 条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個

当たり第８項に定める払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権

の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法に

より行うものとする。 

(２) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以

下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発

生日前に、本新株予約権１個当たり第８項に定める払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除

く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

(３) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理

銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決

定した日から２週間後の日（休業日である場合には、その翌営業日とする。）に、本新株予約権１個

当たり第８項に定める払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権

の全部を取得する。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の

定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果１円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限

度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 
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16．本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第

19 項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

(２) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額の全額を現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込

むものとする。 

(３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な

全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が

前号に定める口座に入金された日に発生する。 

17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の本第三者割当契約に定められる諸条件を考慮し、一

般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて、当社の株価、当社株式のボ

ラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、当社及び割当予定先の権利行使行動、当社株式の流動

性並びに割当予定先の株式処分コスト等についての一定の前提を置いて第三者評価機関が評価した結

果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を第８項に記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の

行使に際して出資される財産の価額は第９項に記載のとおりとした。 

19．行使請求受付場所 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

20．払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 恵比寿支店 

21．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部につい

て同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の

取扱いについては、機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

22．振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

23．その他 

(１) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(２) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長又はその代理人に一任する。 

 

以  上 
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別紙２ 

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社第７回新株予約権 

発 行 要 項 

 

１．本新株予約権の名称 

 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社第７回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

２．申 込 期 間 

 2018年 10 月５日（金） 

３．割 当 日 

 2018年 10 月５日（金） 

４．払 込 期 日 

 2018年 10 月５日（金） 

５．募 集 の 方 法 

 第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権を株式会社 SBI証券に割り当てる。 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 473,300 株とする（本新株予約

権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100 株とする｡）。但し、本項第

(２)号乃至第(４)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総

数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(２) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（第９項第(２)号に定義する｡）の調整を行う場合には、

割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額

及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 
調 整 前 割 当 株 式 数  × 調 整 前 行 使 価 額  

調 整 後 行 使 価 額 

(３) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第(２)号、第(５)号及び第(６)

号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(４) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新

株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨並び

にその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で

通知する。但し、第 11 項第(２)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うこ

とができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

７．本新株予約権の総数 

 4,733個 

８．各本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権１個当たり 81 円（本新株予約権の払込金額の総額 383,373円） 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数

を乗じた額とする。 

(２) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」

という｡）は、当初 845円とする。 

10．行使価額の修正 

当社は 2018 年 10 月９日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により、以

後第 16 項第(１)号に定める本新株予約権の各行使請求の通知日（以下「修正日」という。）において

行使価額の修正が生じることとすることができる（以下、かかる決議を「行使価額修正選択決議」と

いう。）。本項に基づき行使価額修正選択決議がなされた場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者

に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌取引日以降、修正日に、修正日の直前取引日の株式

会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値

（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 93％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げ

た金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場

合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日
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にかかる修正後の行使価額が下限行使価額（以下に定義する。以下同じ。）を下回ることとなる場合

には行使価額は下限行使価額とする。 

なお、当社又はその企業集団（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第４条第１項

第１号に定める企業集団をいう。）に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが

公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実（金融商品取引法第 166 条第２

項及び第 167 条第２項に定める事実を含むがこれに限られない。）が存在する場合（但し、同第 167

条第２項に定める事実については当社が認識していない場合を除く。）には、当社は行使価額修正選

択決議を行うことができない。 

「下限行使価額」は、375円（但し、第 11項による調整を受ける。）とする。 

11．行使価額の調整 

(１) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社の既発行普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価

額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

      新発行・処

分普通株式

数 

× １株当たりの 

払 込 金 額 

調 整 後

行使価額 
＝ 調 整 前

行使価額 
× 

既 発 行 

普通株式数 
＋ 

時 価 

既発行普通株式数 ＋ 
新発行・処分 

普通株式数 

(２) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。 

① 本項第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の

取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、

及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合は

その効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利

を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により当社普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 本項第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取

得請求権付株式又は本項第(４)号②に定める時価を下回る行使価額をもって当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合

（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８

項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合

を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の

条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（払込

期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合

は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む｡）の取得と引換えに本項第(４)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を

交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総

会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、

調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基

準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対して

は、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 
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株式数 

 

＝ 

調 整 前 

行使価額 
－ 

調 整 後 

行使価額 
× 

調 整 前 行 使 価 額 に よ り  

当該期間内に交付された株式数  

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(３) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとど

まる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生

し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額か

らこの差額を差し引いた額を使用する。 

(４)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ 45 取引日

目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値

のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小

数第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する

日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当

社普通株式を控除した数とする。また、上記第(２)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する

新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の

普通株式数を含まないものとする｡ 

(５) 上記第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新

株予約権者と協議の上、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とす

るとき。 

② その他当社の既発行普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額

の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(６) 上記第(２)号の規定にかかわらず、上記第(２)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が

第 10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額

の調整を行う。 

(７) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約

権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後行使価額及びその適

用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(２)号⑤に定める場合その他適用開始

日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

2018 年 10 月９日から 2020 年 10 月 12 日までとする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その

前営業日（株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の休業日等でない日をいう。）及び

前々営業日並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとす

る。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の取得 

(１) 当社は、当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条

及び第 274 条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個

当たり第８項に定める払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権

の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法に

より行うものとする。 

(２) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以

下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発

生日前に、本新株予約権１個当たり第８項に定める払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除

く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

(３) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理

銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決
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定した日から２週間後の日（休業日である場合には、その翌営業日とする。）に、本新株予約権１個

当たり第８項に定める払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権

の全部を取得する。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の

定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果１円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限

度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第

19 項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

(２) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額の全額を現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込

むものとする。 

(３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な

全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が

前号に定める口座に入金された日に発生する。 

17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の本第三者割当契約に定められる諸条件を考慮し、一

般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて、当社の株価、当社株式のボ

ラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、当社及び割当予定先の権利行使行動、当社株式の流動

性並びに割当予定先の株式処分コスト等についての一定の前提を置いて第三者評価機関が評価した結

果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を第８項に記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の

行使に際して出資される財産の価額は第９項に記載のとおりとした。 

19．行使請求受付場所 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

20．払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 恵比寿支店 

21．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部につい

て同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の

取扱いについては、機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

22．振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

23．その他 

(１) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(２) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長又はその代理人に一任する。 

 

以  上 
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別紙３ 

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社第８回新株予約権 

発 行 要 項 

 
１．本新株予約権の名称 

 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社第８回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

２．申 込 期 間 

 2018年 10 月５日（金） 

３．割 当 日 

 2018年 10 月５日（金） 

４．払 込 期 日 

 2018年 10 月５日（金） 

５．募 集 の 方 法 

 第三者割当ての方法により、全ての本新株予約権を株式会社 SBI証券に割り当てる。 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 161,000 株とする（本新株予約

権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100 株とする｡）。但し、本項第

(２)号乃至第(４)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総

数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(２) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（第９項第(２)号に定義する｡）の調整を行う場合には、

割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。

なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額

及び調整後行使価額とする。 

調整後割当株式

数  
＝ 

調 整 前 割 当 株 式 数  × 調 整 前 行 使 価 額  

調 整 後 行 使 価 額 

(３) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第(２)号、第(５)号及び第(６)

号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

(４) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新

株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨並び

にその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で

通知する。但し、第 11 項第(２)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うこ

とができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

７．本新株予約権の総数 

 1,610個 

８．各本新株予約権の払込金額 

 本新株予約権１個当たり 68 円（本新株予約権の払込金額の総額 109,480円） 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数

を乗じた額とする。 

(２) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」

という｡）は、当初 1,242円とする。 

10．行使価額の修正 

当社は 2018 年 10 月９日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により、以

後第 16 項第(１)号に定める本新株予約権の各行使請求の通知日（以下「修正日」という。）において

行使価額の修正が生じることとすることができる（以下、かかる決議を「行使価額修正選択決議」と

いう。）。本項に基づき行使価額修正選択決議がなされた場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者

に通知するものとし、当該通知が行われた日の翌取引日以降、修正日に、修正日の直前取引日の株式

会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値

（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 93％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げ

た金額（以下「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場

合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日
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にかかる修正後の行使価額が下限行使価額（以下に定義する。以下同じ。）を下回ることとなる場合

には行使価額は下限行使価額とする。 

なお、当社又はその企業集団（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第４条第１項

第１号に定める企業集団をいう。）に属するいずれかの会社に関する未公表の事実であって、それが

公表された場合に当社の株価に相当な影響を及ぼすおそれがある事実（金融商品取引法第 166 条第２

項及び第 167 条第２項に定める事実を含むがこれに限られない。）が存在する場合（但し、同第 167

条第２項に定める事実については当社が認識していない場合を除く。）には、当社は行使価額修正選

択決議を行うことができない。 

「下限行使価額」は、375円（但し、第 11項による調整を受ける。）とする。 

11．行使価額の調整 

(１) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社の既発行普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行使価

額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

      新発行・処

分普通株式

数 

× １株当たりの 

払 込 金 額 

調 整 後

行使価額 
＝ 調 整 前

行使価額 
× 

既 発 行 

普通株式数 
＋ 

時 価 

既発行普通株式数 ＋ 
新発行・処分 

普通株式数 

(２) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。 

① 本項第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当

社の保有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の

取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、

及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合は

その効力発生日とする｡）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利

を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の分割により当社普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 本項第(４)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取

得請求権付株式又は本項第(４)号②に定める時価を下回る行使価額をもって当社普通株式の交付

を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合

（但し、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８

項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合

を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の

条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（払込

期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合

は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が

ある場合には、その日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む｡）の取得と引換えに本項第(４)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を

交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総

会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、

調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基

準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対して

は、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 
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株式数 

 

＝ 

調 整 前 

行使価額 
－ 

調 整 後 

行使価額 
× 

調 整 前 行 使 価 額 に よ り  

当該期間内に交付された株式数  

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(３) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとど

まる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生

し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額か

らこの差額を差し引いた額を使用する。 

(４)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ 45 取引日

目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値

のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小

数第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する

日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当

社普通株式を控除した数とする。また、上記第(２)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する

新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の

普通株式数を含まないものとする｡ 

(５) 上記第(２)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新

株予約権者と協議の上、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とす

るとき。 

② その他当社の既発行普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額

の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(６) 上記第(２)号の規定にかかわらず、上記第(２)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が

第 10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額

の調整を行う。 

(７) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約

権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後行使価額及びその適

用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(２)号⑤に定める場合その他適用開始

日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

2018 年 10 月９日から 2020 年 10 月 12 日までとする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その

前営業日（株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の休業日等でない日をいう。）及び

前々営業日並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとす

る。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の取得 

(１) 当社は、当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第 273 条

及び第 274 条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個

当たり第８項に定める払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権

の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法に

より行うものとする。 

(２) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転（以

下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発

生日前に、本新株予約権１個当たり第８項に定める払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除

く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

(３) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理

銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決
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定した日から２週間後の日（休業日である場合には、その翌営業日とする。）に、本新株予約権１個

当たり第８項に定める払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権

の全部を取得する。 

15．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の

定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果１円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限

度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

16．本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に第

19 項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

(２) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額の全額を現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込

むものとする。 

(３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な

全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が

前号に定める口座に入金された日に発生する。 

17．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

18．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当先との間で締結する予定の本第三者割当契約に定められる諸条件を考慮し、一

般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて、当社の株価、当社株式のボ

ラティリティ、予定配当額、無リスク利子率、当社及び割当予定先の権利行使行動、当社株式の流動

性並びに割当予定先の株式処分コスト等についての一定の前提を置いて第三者評価機関が評価した結

果を参考に、本新株予約権１個の払込金額を第８項に記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の

行使に際して出資される財産の価額は第９項に記載のとおりとした。 

19．行使請求受付場所 

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

20．払込取扱場所 

株式会社三井住友銀行 恵比寿支店 

21．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部につい

て同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権及び本新株予約権の行使により交付される株式の

取扱いについては、機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。 

22．振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

23．その他 

(１) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(２) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長又はその代理人に一任する。 

 

以  上 

 


